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託して行う外部研修について）」に基づく研修を受講させる必要があるため、併

せて周知徹底をお願いします。 

 

記 

 

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規

則の一部を改正する省令の施行等について」（平成26年８月19日付け薬食発0819

第１号厚生労働省医薬食品局長通知）の一部を次の表のように改正し、令和２年

３月27日から適用する。 


